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まえがき（利根川氾濫からの広域避難に関する基本的な考え方の位置づけ）

近年、地球温暖化に伴う気象変動により各地で過去の観測記録を上回る雨が降るなど、現在

の想定を超える洪水が多発している。平成 26 年 8 月豪雨による広島市の土砂災害や平成 27 年

9 月関東・東北豪雨、平成 29 年 7 月九州北部豪雨、平成 30 年 7 月豪雨、令和元年台風第 19 号

（令和元年東日本台風）などが記憶に新しい。

住民の避難対策は災害対策基本法に定められているとおり、自治体が対応することが原則と

されている。ただし、利根川氾濫時には、浸水の影響がより広範となり、自治体のみによる避

難対策では対応が困難になることが予想されることから、国、県、自治体間の連携による避難

対策が求められる。

群馬県板倉町、埼玉県加須市、茨城県古河市、境町、坂東市の 5 市町の位置する利根川中流

部は、利根川と渡良瀬川が合流する地域である。

利根川左岸、渡良瀬遊水地、渡良瀬川右岸の堤防に囲まれた地形に位置する群馬県板倉町、

加須市北川辺地域は利根川氾濫の際には浸水が深く、浸水が長期間継続することが予測されて

いる。3 階以上の浸水深に達するような地域も広く、多数の人的被害が発生するおそれがある。

利根川左岸、渡良瀬川左岸に位置する茨城県古河市、境町、坂東市は、利根川左岸沿いが低

平地であるため、氾濫流が川に沿って流下しやすい特性があり、標高の低い地域では、浸水が

5m 以上となり、浸水継続時間も長期化することが予測されている。

これらの地域は高層で堅牢な建物も限定的であるため、安全な上階へ移動するといった屋内

安全確保等の対応行動は困難である。仮に浸水域内で緊急的に命を守ることができたとしても、

浸水が長期化することが懸念されることから、浸水域内での避難生活は極めて困難といえる。

さらに、行政区域の広い範囲を浸水が占める市町もあるため、行政界をまたぎ、居住地域以外

の浸水のおそれが低い地域への避難する広域避難が不可欠といえる。

一方で、利根川氾濫の危険が高まったときの広域避難の必要性に関する住民の認知が十分で

あるとはいえない。それ以上に、地域全体で利根川が氾濫したときにも「逃げ遅れゼロ」を実

現する為には、住民だけでなく、市町職員や企業、事業所、要配慮者利用施設等の各主体を含

む地域社会全体での認知と広域避難への社会的な気運が醸成されていないことが大きな問題と

いえる。

利根川中流４県境広域避難部会の目標は、利根川氾濫時においても流域自治体からの“逃げ

遅れゼロ”を実現することである。

「利根川氾濫からの広域避難に関する基本的な考え方」は、利根川氾濫時の適切な広域避難

による「逃げ遅れゼロ」の実現に向けて、平成 29 年、平成 30 年、令和元年の協議会での議論

や令和元年台風 19 号の教訓を踏まえ、群馬県板倉町、埼玉県加須市、茨城県古河市、境町、坂

東市の 5 市町の広域避難の基本的な考え方をとりまとめたものである。

この「利根川氾濫からの広域避難に関する基本的な考え方」に基づき、5 市町（群馬県板倉

町、埼玉県加須市、茨城県古河市、境町、坂東市）と国、県、周辺市町が連携し、広域避難の

実現への課題解決に向けた取組みの着実な推進を図り、5 市町の地域防災計画等の各種防災計

画への反映や、この内容の広い周知を図る。今後、5 市町や国、県、周辺市町での検討事項を踏

まえ、随時更新する。



用語の定義

No 用語 定義

1 広域避難（及び広域避難

先）

他の自治体への避難、又は自らの自治体内であっても、居住

地域外、地区外等への浸水区域外への立退き避難（及び立退

き避難先）。

※内閣府（防災担当）では、広域避難は行政界を越えた避難

を指すが、本部会としては地域性を考慮して、自治体内でも

居住地域外、地区外等への浸水区域外も広域避難と位置付け

る。

2 自主避難先 自治体が指定・確保する施設以外で、親戚・知人宅、勤務先、

宿泊施設など住民が自ら確保した避難先。

3 避難市町 利根川洪水時に住民の広域避難が必要となる市町。

4 受入れ市町 利根川洪水時に広域避難する住民を受入れる市町。

5 5 市町 先行して広域避難の検討を推進してきた中流 4 県境の群馬県

板倉町、埼玉県加須市、茨城県古河市、境町、坂東市。

本考え方での避難市町。

6 メンバー市町 群馬県板倉町、館林市、埼玉県加須市、茨城県古河市、境町、

坂東市及び栃木県佐野市のこと。

7 オブザーバー市町 栃木県栃木市、野木町、群馬県千代田町及び明和町のこと。

メンバー市町と情報を共有する。

8 共同検討開始 メンバー市町が広域避難に関する共同検討を開始すること。

また、そのことを住民に周知するための情報。

9 自主的広域避難情報 自主避難先への避難等、個人の判断での自主的な広域避難先

へ避難を呼びかけること。

10 広域避難を促す情報

（広域避難勧告等）

浸水域内のすべての住民に対し、広域避難を開始するように

促す情報。

11 指定避難所 災害により住宅を失った場合等において、一定期間避難生活

をする場所として、あらかじめ市区町村が指定した施設。

12 指定緊急避難場所 切迫した災害の危険から命を守るために避難する場所とし

て、あらかじめ市区町村が指定した施設・場所。

13 要配慮者 平成 25 年 6 月に改正された災害対策基本法において定義さ

れた「高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者」

のこと。以前は「災害時要援護者」として用いられていた。

14 避難行動要支援者 災害対策基本法に規定された用語。

要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれ

がある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円

滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者。

市町村は名簿の作成が義務づけられている。
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利根川氾濫からの広域避難に関する基本的な考え方の特徴 

○ 河川管理者等からの情報提供による地域全体として広域避難体制に入る仕組み

- 流域で大雨が予想される場合に河川管理者と気象庁が連携の上で、市町の広域避難

の判断のための情報提供を行い、協議場所等の場を提供する。

- 市町は、広域避難の共同検討で、共同での広域避難を促す情報の発表の判断と発表

のタイミングを協議する。

○ 共同での広域避難を促す情報を発表するための仕組み

- 利根川上流河川事務所管内で氾濫が発生するような大雨の可能性がある場合、広域

避難が必要な市町は、共同で広域避難を促す情報を発表する。

- 一斉に広域避難が開始されたときには、混雑が発生するため、従来の避難情報より

も早い段階から 3 つの広域避難の情報を段階的に発表し、早め早めの避難開始を促

す。

○ 広域避難先は、住民各自が自主的に確保した親戚・知人宅、勤務先、宿泊施設等を第一

とする。

- 広域避難先は、親戚・知人宅、勤務先等（自主避難先）を第一とし、市町は、平時

から住民に自主避難先の確保を推奨するものとする。

- 市町は、自主避難先が確保できない住民等のために、近隣市町との協議や調整等に

より、公的な広域避難先の確保に努める。なお、公的な広域避難先は、一時的な滞

在を目的としたものとし、被災状況等に応じて中長期的な避難が必要な場合は、避

難市町の被災していない避難先や非被災市町の避難先等へ二次避難を行う。

○ 早い段階に限った自動車等の車輌での避難のための広域避難の情報の伝達

- 原則、避難指示が発令された場合には、徒歩での避難としているが、広域避難が可

能である早い段階に限り、車輌避難も容認し、車輌避難を前提とした広域避難の情

報を発表する。

○ 避難行動要支援者への避難支援を最優先とした避難施策の推進

- 近年の洪水災害では、自力で避難行動が不可能な避難行動要支援者が多く犠牲とな

っているため、高齢者等の要配慮者のうち、家族や地域でも避難支援が困難な住民

（避難行動要支援者）を把握し、その人に対する広域避難支援を行政中心で最優先

に取り組む。

- また、地域での支援可能な要配慮者の避難支援のため、市町は、平時の地域での地

区防災計画の検討を積極的に推進する。

○ 意見交換、合同での避難訓練などを通じ、実行性を高めるための検討体制の構築

- 運用面での実行性を高めるためには、市町から、より積極的で活発な意見の交換の

場であることが望ましいため、事務局の副としての市町の参加と広域避難部会・幹

事会の運営面でのメンバー自治体の協力体制を構築する。また、メンバー自治体の

拡大による積極的・主体的な流域防災の推進を図る。



2 

I. 利根川中流４県境広域避難部会について 

1. 利根川中流４県境広域避難協議会の発足からの経緯 

利根川中流部の利根川と渡良瀬川が合流する地域は、大規模水害時の浸水深が深く、浸水継

続期間も長期化することが懸念されることから広域避難を中心とした避難誘導体制の構築・強

化が求められる地域である。平成 26 年から当該地域の 5 市町（加須市、板倉町、古河市、境

町、坂東市）をメンバーとし、大規模水害時の広域避難に係る問題意識の共有と問題解決に向

けた検討、関係機関の連携強化を図ることを目的として「勉強会」を実施してきた。

平成 28 年度の勉強会において、より実現性の高い検討に向けては、首長が主体となった場に

おける議論の必要性が挙げられた。それを踏まえ、平成 29 年度から新たな枠組みとして、5 市

町の首長をメンバーとする「利根川中流４県境広域避難協議会」が設立された。また、協議会

の下部組織（担当者レベル）として「幹事会」を位置づけている。

広域避難の実現に向けては、広域避難の対象市町間の協議にとどまらず、広域避難先となる

自治体や県域をまたぐ避難の調整には県の関わりも重要となる。さらには、広域避難の判断に

は河川水位の他にも気象情報の活用が重要となってくる。

そこで、広域避難者の受入側の観点や、気象の技術的な観点からの助言や意見を踏まえ、よ

り実効性の高い検討の場に繋げるため、気象庁や県、受入れ市町として考えられる周辺自治体

をオブザーバーとして迎え検討を推進するために発足した。

平成 31 年度より、館林市、佐野市、気象庁がオブザーバーからメンバーとなった。

図 1 利根川中流４県境広域避難協議会の位置づけと検討の流れ

（広域避難協議会は令和 8 年 5 月より広域避難部会へ移行）

幹事会

広域避難協議会

各自治体

協議・検討
結果、課題

検討結果・
課題報告

成果
報告

反映

（担当部局）

① ②

③④
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2. 広域避難部会の目標 

利根川中流４県境広域避難部会の目標は、利根川氾濫時においても流域自治体からの“逃げ

遅れゼロ”を実現することである。

そのために以下についての検討を行う。

○ 自治体間連携を含む広域避難体制を構築・運用のための検討

○ 広域避難の気運を高め、必要なときに適切に広域避難できる住民をつくるための検討

3. 利根川中流４県境広域避難部会の検討体制 

3.1. 利根川中流４県境広域避難部会 構成員 

関係機関名 役職

群馬県板倉町 町長

群馬県館林市 市長

埼玉県加須市 市長

茨城県古河市 市長

茨城県境町 町長

茨城県坂東市 市長

栃木県佐野市 市長

気象庁東京管区気象台 気象防災部長

国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所 事務所長

（令和７年１月時点）

3.2. オブザーバー 

［オブザーバー］

関係機関名 役職

栃木県栃木市 市長

栃木県野木町 町長

群馬県千代田町 町長

群馬県明和町 町長

群馬県 総務部長

埼玉県 危機管理防災部長

茨城県 防災・危機管理部長

栃木県 危機管理防災局長

気象庁 水戸地方気象台 台長
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気象庁 宇都宮地方気象台 台長

気象庁 前橋地方気象台 台長

気象庁 熊谷地方気象台 台長

（令和７年１月時点）

4. 協議会発足以前の取組み 

利根川中流４県境域の 5 市町（加須市、板倉町、古河市、境町、坂東市）では、対象地域を拡

大しながら、地域の洪水防災の推進と、広域避難の取組みを実施してきた。

図 2 協議会発足と以前の取組み（平成 22 年度から平成 30 年度）
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H27

H26

H25

H24

H23

⚫ 広域避難に関する
行動指針（素案）の作成

⚫ 氾濫ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾓﾃﾞﾙの構築
⚫ 危機管理ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの構築

⚫ 防災リーダー研修の実施
⚫ 洪水防災DVDの作成
⚫ 動く洪水HMの作成(板倉)

⚫ 防災リーダー研修の実施
⚫ 洪水防災DVDの作成

⚫ 住民意識調査の実施
⚫ 危機管理ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの構築
⚫ 防災リーダー研修の実施

⚫ 広域避難計画の検討
⚫ 防災教育の試行

⚫ 地域防災啓発ﾂｰﾙの構築
⚫ 地区防災講習会の実施
⚫ 動く洪水HMの作成

⚫ 利根川上流地域 広域避難マップ（案）の作成、自治体職員アンケート調査

⚫ 職員研修の実施
⚫ 住民意識調査の実施⚫ 勉強会の開催

⚫ 総合的な緊急時避難計画（案）の策定

⚫ 危機管理ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの構築等⚫ 広域避難計画に関する検討、勉強会の開催

加須市北川辺・板倉地区

古河・境・坂東地区

館林・明和・千代田地区

H28
⚫ 広域避難計画に関する検討、分科会及び勉強会の開催

⚫ 広域避難シミュレーションによる分析 ⚫ 広域避難検討に資する
基礎データ分析 等

H29

H30

利根川中流４県境 広域避難協議会 設立 ⚫ 館林市がオブザーバー参
加（受入れ市町として）

⚫ 広域避難体制に入る基準・方針の検討
⚫ 広域避難のタイミングや手段の検討

⚫ 地域全体として広域避難体制に入る仕組みを具体化
⚫ 地域全体の広域避難先の目安を広域避難マップ（案）として
整理、周知のためのリーフレットの作成、参集訓練の実施

栃木市
佐野市
野木町

⚫ 栃木市、佐野市、野木町がオブザーバー参加（受入れ市町として）
⚫ 群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県がオブザーバー参加

⚫ 次年度（H31）から館林市、佐野市がメンバーに

群馬県、栃木県
茨城県、埼玉県
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II. 利根川氾濫からの広域避難に関する基本的な考え方 

１. 対象とする水害 

本書が対象とする水害は、利根川渡良瀬川合流点付近の利根川・渡良瀬川の氾濫を対象とす

る。想定する水害の規模は、計画規模以上の洪水とする。

【解説】

○ ５市町は、利根川氾濫時に浸水が深く、浸水が長期間継続することが予測され広域避難が

必要となる。そこで、対象とする水害を利根川渡良瀬川合流点付近の利根川・渡良瀬川の

氾濫とする。

○ 利根川洪水浸水想定区域図は、計画規模と想定最大規模の２つの想定が公表されている。

５市町は、計画規模でも全域が浸水する地域がみられるなど、深い浸水が予測されるため、

対象とする水害の規模は、想定最大規模だけでなく、比較的発生頻度が高い計画規模の洪

水も含むこととした。

○ 広域避難を検討するにあたり、広域避難に関する情報発表の判断については、安全側を考

慮し、計画規模の洪水も含む判断の目安とすることで早期から警戒体制をとる。また、広

域避難の対象者や広域避難先については、より安全な避難対応のため、想定最大規模の洪

水を対象とする。

図 3 ５市町での利根川水系の洪水浸水想定区域図の比較

計画規模 想定最大規模

※本検討で用いる浸水想定は、下記河川の浸水想定区域図の最大包絡を反映したものである。
（利根川、渡良瀬川、思川、巴波川、広瀬川、小山側、早川、旗川、秋山川、矢場川、多々良川、谷田川）

最大浸水深

20.0m ～

10.0m ～ 20.0m

5.0m ～ 10.0m

3.0m ～ 5.0m

0.5m ～ 3.0m

0.5m未満

最大浸水深

20.0m ～

10.0m ～ 20.0m

5.0m ～ 10.0m

3.0m ～ 5.0m

0.5m ～ 3.0m

0.5m未満

加須市
北川辺地区

古河市

境町

坂東市

板倉町

加須市
北川辺地区

古河市

境町

坂東市

板倉町

家屋倒壊等氾濫
想定区域（氾濫流）

家屋倒壊等氾濫
想定区域（河岸侵食）
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２．広域避難が必要とされる地域及び対象者 

広域避難の対象市町は、群馬県板倉町、埼玉県加須市、茨城県古河市、境町、坂東市とする。

対象市町は、利根川と渡良瀬川が合流する地域に位置しており、利根川が氾濫した際には深

い浸水となるが、高層階の建物は限定的であることから、浸水域内への緊急避難が困難な地域

となる。また、浸水域内に緊急的に身の安全を確保できたとしても、浸水後の長期間の浸水が

予測されているために、ライフラインが止まったなかでの避難生活を余儀なくされる。

広域避難が必要とされる地域を利根川の洪水浸水想定区域図（想定最大規模）に含まれる地

域とし、広域避難の対象者は浸水域内に含まれる全住民とする。

【解説】

○ 平成 30 年 4 月 1 日時点の各市町の人口と平成 29 年 7 月指定・公表の洪水浸水想定区域

（想定最大規模）の空間分析に基づくと、全浸水人口を広域避難の対象とした場合、対象

者の規模は、全体で約 16 万人（65%）となる。

○ 広域避難の対象人口（想定最大規模での浸水人口）は、群馬県板倉町、埼玉県加須市北川

辺地域、茨城県境町で、人口の 95%以上となる。また、想定最大規模の浸水人口は、計画

規模の浸水人口と比べて、33,000 人程度多くなる。

図 4 浸水状況別の浸水人口の判定

⚫ 居住階まで浸水が達し、
滞在できない

⚫ 氾濫流によって損壊し、
滞在できない

⚫ 土地は浸水するも
のの、居住階は浸
水しない

⚫ 居住階、土地と
もに浸水しない
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表 1 市町別の浸水人口（想定最大規模）

地域 全人口 非浸水人口 滞在可能人口 要立退人口 浸水人口
浸水人口の割

合

板倉町 14,768 734 2,500 11,534 14,034 95.0%

加須市北川辺地区 11,526 0 107 11,419 11,526 100.0%

古河市 144,035 46,853 49,350 47,832 97,182 67.5%

境町 24,339 497 7,002 16,840 23,842 98.0%

坂東市 54,813 38,655 9,992 6,166 16,158 29.5%

計 249,481 86,739 68,951 93,791 162,742 65.2%

館林市 76,446 14,591 36,677 25,178 61,855 80.9%

佐野市 119,348 109,050 5,237 5,061 10,298 8.6%

栃木市 161,836 153,433 3,735 4,668 8,403 5.2%

野木町 25,686 12,715 10,128 2,843 12,971 50.5%

加須市利根川右岸地区 101,977 5,281 61,793 34,903 96,696 94.8%

総計 734,774 381,809 186,521 166,444 352,965 48.0%

表 2 市町別の浸水人口（計画規模）

地域 全人口 非浸水人口 滞在可能人口 要立退人口 浸水人口
浸水人口の割

合

板倉町 14,768 1,395 6,118 7,255 13,373 90.6%

加須市北川辺地区 11,526 48 228 11,250 11,478 99.6%

古河市 144,035 67,775 47,783 28,477 76,260 52.9%

境町 24,339 2,739 11,477 10,123 21,600 88.7%

坂東市 54,813 47,752 4,015 3,046 7,061 12.9%

計 249,481 119,709 69,621 60,151 129,772 52.0%

館林市 76,446 35,986 28,810 11,650 40,460 52.9%

佐野市 119,348 114,005 3,627 1,716 5,343 4.5%

栃木市 161,836 155,816 2,905 3,115 6,020 3.7%

野木町 25,686 18,930 5,568 1,188 6,756 26.3%

加須市利根川右岸地区 101,977 13,376 61,469 27,132 88,601 86.9%

総計 734,774 457,822 172,000 104,952 276,952 37.7%
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３. 広域避難先 

広域避難が必要な状況では、住民各自が自主的に確保した親戚・知人宅、勤務先、宿泊施設

等（自主避難先）を第一とする。市町は、平時から住民に自主避難先の確保を第一とし推奨す

るものとする。住民は、確保した親戚、知人宅や勤務先、宿泊施設等への避難も含め、各自の

判断で安全な避難先へ避難する。

市町は自主避難先が確保できない住民等のために、広域避難先の確保に努める。自治体内で

浸水のおそれが低い広域避難先等の確保が可能な場合は、自治体内での避難先の確保に努める

ものとし、自治体内で広域避難先等の確保が困難な場合は、近隣市町との協議や調整等による

公的な広域避難先の確保や、浸水のおそれが低い地域での車中避難等の多様な避難の選択肢の

周知に努める。

公的な広域避難先は、一時的な滞在を目的としたものとし、住民は食料、水や最低限の生活

に必要なものを持参し避難する。また、被災状況等に応じて中長期的な避難が必要な場合は、

避難市町の被災していない避難先や非被災市町の避難先等へ二次避難を行う。

図 5 広域避難先と優先順位
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図 6 公的な広域避難先の位置（令和 2 年 6 月時点）

図 7 利根川中流 4 県境周辺の自治体協定締結状況（R6.12 時点）

【解説】

○ 広域避難の避難先は、公的な避難先が限定的であることに加え、避難先の分散による混雑

の緩和により早い段階での避難を促進するために、親戚・知人宅、勤務先等（自主避難先）

を第一とする。

○ 親戚・知人宅、勤務先等（自主避難先）への広域避難に加え、浸水のおそれが低い場所で

の車中避難等の避難所への避難でない多様な避難方法の周知に努める。

○ 市町外への広域避難が必要な板倉町、加須市北川辺地域、境町は、周辺市町と協議により、

広域避難先を確保し、覚書等を結んでいる。この公的な広域避難先は、自主避難先が確保
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できない住民等のための避難先とする。

○ 洪水浸水想定区域図で示した浸水域等は、複数の破堤箇所を対象として実施した氾濫シミ

ュレーションの最大包絡をとったものである。そのために破堤箇所や被災後の状況により、

避難対応が異なる。

○ 公的な広域避難先は、一時的な滞在を目的としたものであり、破堤箇所等の被災状況に応

じて中長期的な避難が必要な場合は、避難市町の被災していない避難先や非被災市町の避

難先等へ二次避難を行う。

○ ここで示した広域避難先の考え方について、市町は、必要に応じて各市町間の広域避難先

の協定書、覚書等の更新を行う。

【課題】

○ 住民の多くは「避難＝市町の指定する避難所、避難場所へ」というイメージが強いといえ

る。市町は、自主避難先への避難を第一とする広域避難先の考え方について、住民への周

知を図る必要がある。

○ 広域避難の避難所・避難場所と緊急的な避難場所の避難用途と避難のルールについて、周

知することが重要である。

○ 公的な避難先は限定的であるため、県有施設や県有地、民間施設などの広域避難先確保に

ついても検討することが必要である。民間企業との調整は、県も協力し実施することが望

ましい。

○ 広域避難先の開設は、避難元の市町職員の派遣による開設が想定されている。市町の防災

対応の人員が限られるなか、避難所開設等の人員の確保が必要となる。

○ 市町の防災対応の人員が限られるため、住民を主体とした広域避難先の運営を想定し、計

画やマニュアル等を検討しておくことが望ましい。

○ 利根川以外の河川が先行して水位が上昇すると予測される場合で、その後の利根川も危険

な状態になるおそれがある場合を想定し、どの河川が先行して危険な状態になるかによっ

て避難先を限定等の柔軟な避難誘導の検討が必要である。

○ 国管理河川に限らず、県、市町管理河川の影響や他市町（４県）の内水のリスクの高い地

域等を想定した避難誘導の検討が必要である。
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４．広域避難に必要な時間 

4.1 広域避難に必要な時間 

５市町の洪水浸水想定区域内の住民が、一斉に広域避難を開始してから完了するまで（各自

が自動車避難）に、およそ８時間程度の時間を要することが推計される。また、避難情報の基

準に到達してから発令に要する時間や住民の避難準備時間が４時間※程度かかることが想定さ

れるため、避難情報の基準から避難完了までは１２時間程度の時間が必要である。

避難開始のタイミングに関わらず、多くの避難者が一斉に避難すると交通渋滞や混雑が発生

し、迅速な広域避難が困難となることが考えられるため、広域避難者の時間的な分散を図る。

※利根川上流河川事務所調べ

【解説】

○ 避難手段を車とした５市町の浸水人口全員が避難すると想定した避難シミュレーションで

は、避難先が重複するほど避難時間を要するが、概ね８時間程度で避難が完了する結果と

なっている。

図 8 広域避難シミュレーションの実施ケース ※H31.2 時点

図 9 浸水人口全員が避難を開始してから完了までに要する時間
（避難シミュレーションによる推計結果）※H31.2 時点

①板倉町・加須市北川辺の避難方向の分散の756ケース

板倉町：避難方向2方向 加須市北川辺：避難方向4方向

9ケース ※1

加須右岸方面 栃木市方面

10％ 90％

～ ～

90％ 10％

84ケース ※1

加須右岸
方面

栃木市
方面

野木町
方面

古河市
方面

70％ 10％ 10％ 10％

～ ～ ～ ～

10％ 10％ 10％ 70％

× = 756ケース

※ 古河市、坂東市は地域内
（浸水域外）の最寄り避難

※ 境町は古河市方面に90％
と固定

②境町の避難方向の分散の9ケース

境町：避難方向2方向 9ケース ※1

古河市方面 坂東市方面

10％～90％ 90％～10％

= 9ケース
※ 古河市、坂東市は地域内

（浸水域外）の最寄り避難
※ 加須市北川辺は古河市

方面70％、その他各10％
と固定

※１：各方面0％になるケースを除く

※乱数の利用による結果のバラツキを考慮するため、同条件10回の施行から最大最小を除いた平均を結果として用いる。

市町 最短～最長

板倉町
① 3時間50分～9時間44分

③④ 7時間9分

加須市
北川辺

① 6時間3分～9時間59分
③④ 6時間8分～7時間20分

古河市
① 7時間10分～8時間24分
② 7時間15分～8時間7分

境町 ② 4時間20分～9時間23分

坂東市 ② 2時間6分～2時間7分

8時間を目安 ・・・（例えば）加須市北川辺と避難先を調整
し、栃木市のみへ避難する場合

時間の目安（案）

8時間を目安

8時間を目安 ・・・古河市への避難者を7割以下に抑える
ことを条件に

8時間を目安

3時間を目安

・・・（例えば）板倉町と避難先を調整し、野
木町、古河市、（加須市右岸）へ避難す
る場合

統一の基準（最大）は8時間を目安
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○ 市町には事前に①避難勧告等の発令に要する時間、②避難勧告等の周知・伝達に必要な時

間、③住民の避難の準備時間、④避難所までの移動時間について、H31 にアンケートを実

施している。その結果から、各自治体の協議や情報伝達等の時間は約 2 時間程度必要（①

～③の合計）、市町の避難所に集まった上で広域避難を考えると約 4 時間程度必要（①～④

の合計）といえる。

表 3 市町毎の避難勧告の発令等に要する時間（市町アンケート結果）

（利根川上流河川事務所調べ ※H31.2 時点）

【課題】

○ 避難シミュレーションでは、避難者が一方向に集中した場合に、渋滞や混雑が発生し、避

難に時間を要する結果となっている。一斉に避難者が集中することを避けるため、早い段

階から広域避難に関する情報を発信し、時間的な分散を図る必要がある。

○ 令和元年台風 19 号時には、警察と協力し、迅速な避難誘導に努めており、平時から広域避

難を実施する際の協力体制や避難誘導方法について、協議しておくことが望ましい。

○ 避難シミュレーションでは、浸水域外へ出ることを最優先し、避難先の収容可能人数等を

無制限として設定している。自動車での避難を想定しているため、浸水域外の駐車場の確

保や駐車場の整理等を検討しておくことが必要である。

○ 平成 31 年時点の市町アンケート調査では、避難勧告等の基準に到達しても、避難を開始す

るまでに時間を要している。迅速に広域避難を開始できるように、伝達判断の円滑化、効

率的な周知方法、住民の事前の避難準備の促進などが重要である。

市町 ①避難勧
告等の発
令に要する

時間

②避難勧告等
の周知・伝達
に必要な時間

③住民の
避難の準
備時間

①～③
の合計

④避難所
までの移
動時間

①～④
の合計

板倉町 30分 45分 60分
135分

（2時間15分）
90分

225分
（3時間45分)

加須市
（北川辺） 30分 35分 30分

95分
（1時間35分）

90分
185分

（3時間5分）

古河市 30分 35分 30分
95分

（1時間35分）
120分

215分
（3時間35分)

境町 30分 30分 30分
90分

（1時間30分）
90分

180分
（3時間）

坂東市 30分 30分 30分
90分

（1時間30分）
90分

180分
（3時間）
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4.2 周辺市町・地域の避難への５市町の広域避難への影響 

周辺市町・地域（館林市、佐野市、栃木市、野木町、加須市右岸地域）へ５市町から広域避

難が行われ、周辺市町・地域の避難者が全員自動車で避難した場合、ほとんど影響がみられな

い市町もあるが、市町によっては最大で６時間程度、受入れ先の避難者の避難完了時間に遅れ

が生じるおそれがある。

また、周辺市町・地域（館林市、佐野市、栃木市、野木町、加須市右岸地域）へ５市町から

広域避難が行われ、周辺市町・地域の住民の避難と重なった場合、広域避難の完了にも遅れが

生じるおそれがある。

【解説】

○ 地域に避難場所の数が充分ある場合においては、一部を広域避難先として開放した場合に

おいても地域内の避難には大きな影響は与えない。

○ 一方、栃木市及び佐野市のように、地域避難者の避難先と広域避難先が重複する場合は、

広域避難の受入れによって地域内避難に影響が生じる可能性がある。

○ したがって、周辺地域の避難においても非浸水域の避難場所に限定するなどの対応が取ら

れた場合、加須市右岸地域や館林市など、多くの避難場所が浸水域にあたる地域において

は、渋滞が深刻化する可能性が高い。

【課題】

○ 受入れ市町の住民避難において自動車が多く利用された場合、広域避難の自動車と重なり、

渋滞が深刻となるおそれがあるため、徒歩避難を徹底するなど受入れ市町の避難手段のル

ールを明確化しておくことが重要である。

○ 受入れ市町の住民避難において避難先を非浸水域に限定した場合、避難先が一部に限定さ

れることにより周辺避難者と広域避難者の避難先や経路が重複することで避難時間が遅延

する恐れがある。また、避難場所の容量の問題も発生することが考えられることから、周

辺市町についても広域避難先のあり方についての周知啓発が必要である。



14 

５．広域避難のための統一した判断のありかた 

利根川上流での大雨が予測される場合、市町は広域避難のための共同検討を開始する。市町

は、気象情報等により今後、市町が利根川の警戒体制に入ることが見込まれる場合に共同検討

の発議を行う。また、利根上河川事務所と気象庁は、利根川上流で大雨が予測される場合に、

市町に共同検討のための情報提供を行う。共同検討で市町は気象情報等を基に、大雨等の進展

イメージを共有し、今後の広域避難の対応や情報伝達のタイミングについて協議する。

その後、市町は大雨等の進展状況や最新の気象情報等から判断し、共同検討で協議したタイ

ミング等に基づいて広域避難のための情報を発表する。

図 10 市町の広域避難体制のイメージ

【解説】

○ 共同検討の位置づけは以下のとおりである。

1) 広域避難判断のための気象情報等による今後の見通しと進展イメージの確認

- 今後の雨量予測等で、利根川上流で利根川が氾濫するような大雨が予測されると

き、予測雨量に関する状況を確認し、認識を共有する。

- 気象情報等により、72 時間先、48 時間先、24 時間先等の今後の進展の見通しや

雨量をもとに予測される水位上昇の見通しに基づき、進展イメージを確認し、認

識を共有する。

- 今後の見通しによる進展イメージに基づき、想定ゼロアワー等を設定する。

利根上
気象庁

• 72hr累加雨量が300mmを超えると予測
• 猛烈な台風が関東域にかかるおそれ（予測進路から）
• 基準観測所で避難判断水位を超えるおそれ

（ただし、国交省の予測は36hr先までである）

市町
メンバー

・庁内・首長との共有
・住民への広報（防災メール等）
・県、関係機関への連絡
・避難者受入れ市町への連絡
・WEB会議準備

情報提供の場の開催（利根上、気象庁、メンバー自治体等）

⚫ 参集の根拠 （利根上→メンバー自治体等）
⚫ 招集した時点での雨量予測の状況（利根上→メンバー自

治体等）

自主的広域避難情報（呼びかけ）の実施
または、広域避難勧告発表

利根上
気象庁

情報提供※1

※1 メンバー発議の場合はメンバーより

市町

オブ市町

県、関係機関

オブ市町

県、関係機関

記者発表

事前連絡

県 県内状況の
情報提供（
要調整）

伝達

受信の旨 連絡

自主的広域避難情報（呼びかけ）や広域避難勧告の発表タイ
ミング基準の到達

利根上
気象庁

情報提供 （以降、適宜）

首長確認・決裁
・メンバー市町（早めに発表する市町）と合わせて発表するか
・公的自主避難施設、指定避難場所等の開設の要否の確認
・発表文案、情報伝達方法の確認

市町

発表
●共同検討での決めたタイミング等

市町
・担当部署レク、首長レク、職員への予告
・情報収集（状況情報等）
・発表文案作成等（付加情報等含む）

移行
（市町のみ）

オブ市町

県、関係機関

共有

-72h
～24h

避
難
判
断
水
位
到
達
ま
で
の
リ
ー
ド
タ
イ
ム

• 協議会メンバーの発議市町
メンバー

連絡

市町
メンバー

①広域避難体制への移行の確認
②今後の台風進路や河川水位状況を想定した避難情報等の発令
や避難所開設等の意見交換
③広域避難に関する情報発表実施のタイミングの確認
④今後の共同検討の場の開催タイミングの確認

共同検討の場（初回）

市町
メンバー 協議事項は、初回と同様

共同検討の場（2回目以降）
まだ、広域避難に関する情報を発表しない

広域避難に関する情報を発表することで調整

市町
・公的自主避難施設、指定避難場所等の開設準備
・輸送方法（バス等）の調整
・警察等との避難誘導の調整

継続
協議

記者発表（初回）
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2) 広域避難に関する情報のタイミングの協議

- 今後の見通しと進展イメージを基に、広域避難に関する情報を発表するかを協議

する。

- また、今後の見通し等で、対象市町で雨や風が強まるタイミング等を考慮し、広

域避難に関する情報を発表するタイミングを協議する。

○ 発表されている気象情報等に基づいて、今後市町が、利根川警戒体制へ移行する可能性が

ある場合に、市町による共同検討の発議を行う。また、利根川上流域で流域平均雨量の累

加雨量と今後予測される雨量の合計が、利根川の計画洪水（336mm/72h）を参考に

300mm/72h を超えるおそれがある場合、猛烈な台風が関東域にかかるおそれ（予測進路か

ら）がある場合、基準観測所で避難判断水位を超えるおそれがある場合を目安とし、共同

検討を開始する。

○ 参集等による共同検討を開始に関する情報の提供があったとき、５市町は、住民にその旨

を周知し、共同（連名）で記者発表を行う。また、県や受入れ市町へ連絡する。

○ 参集等による共同検討は、Web 会議を活用し開催する。

○ 県、受入れ市町は、連絡に基づき、広域避難の判断等に参考となる情報を有していた場合、

情報提供を行う。また、県、受入れ市町は、原則、共同検討に参加するものとする。

○ 参集等の解散後、共同検討の結果を市町は庁内で共有の上で、首長の決裁をとる。また、

今後の進展により、広域避難に関する情報を発表すると判断した場合、県や受入れ市町、

関係機関（警察・消防等）へ予定しているタイミングについて共有する。必要に応じて、

住民や要配慮者等利用施設に情報発表を予告する。

【課題】

○ より効率的な運用を検討するため、参集等の共同検討体制の訓練等を実施し、参集等の共

同検討の運用面での課題を把握することが必要である。
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６．広域避難を促す情報 

一斉に多くの避難者が広域避難する場合には、避難開始のタイミングに関わらず、交通渋滞

等が発生することが予測される。そこで、時間的避難者の分散を図るため、気象情報等により

今後広域避難の可能性がある場合、3 つの広域避難を促すための情報を段階的に市町共同で発

表する。

① 共同検討開始

② 自主的広域避難情報（広域避難の呼びかけ）

③ 広域避難を促す情報（広域避難勧告等）

共同検討開始の情報は、共同検討を開始すると同時に発表する。

自主的広域避難情報（広域避難の呼びかけ）、広域避難を促す情報（広域避難勧告等）は共同

検討により発表の実施とタイミングを協議する。なお、広域避難を促す情報（広域避難勧告等）

は、原則共同で発表するが、水位予測等に応じて、氾濫ブロック単位や市町単位等での発表も

可能とする。

市町は、広域避難が困難と判断した場合には、警戒レベル４避難指示を発令し、緊急的な避

難のための情報を発表する。緊急的な避難のための情報は市町の状況に応じて、各市町が個別

に発令する。

表 4 広域避難を促す情報の伝達タイミングと名称、主な伝達内容

情報伝達のタイミング 情報の名称 主な内容と位置づけ

利根川上流域で、氾濫が発

生するような大雨の可能性

が予測される場合

共同検討開始 - 利根川上流で大雨の可能性が予測

され、今後の広域避難の可能性を周

知

- 広域避難に時間を要する方への準

備を促す

利根川上流域で、氾濫が発

生するような大雨の可能性

が予測され、今後雨や風が

強くなることが予測される

場合（共同検討の結果）

自主的広域避難情報

（広域避難の呼びか

け）

- 広域避難に時間を要する方、友人、

知人宅など自主避難先への広域避

難を促す

利根川上流域で、氾濫が発

生するような大雨の可能性

が予測され、避難判断水位

を超えるおそれがある場合

広域避難を促す情報

（広域避難勧告等）

- 対象地域全住民に広域避難を促す

- このタイミングまでが車が可能で

あることを周知
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表 5 共同検討開始等の広域避難に関する情報発表の目安

発令段階 想定時間（目安） 発表の目安

共同検討開始 避難判断水位到

達の 72 時間～24

時間前

① メンバー市町発議（気象情報等により、今後市町で

利根川の洪水警戒体制へ移行の可能性がある場

合）

② 72 時間先の利根川上流部（八斗島）の累加流域平

均雨量が概ね 300mm 見込まれると予想され、氾

濫の可能性があると考えられる場合

③ 河川管理者が提示する、ダム上流域予測降雨量が、

流域平均 350mm（48 時間）を超えるおそれがあ

る場合

④ その他、基準観測所の水位が高く、今後の降雨によ

り避難判断水位を超えるおそれがあると、河川管

理者が判断した場合等

自主的広域避難情

報（広域避難の呼

びかけ）

避難判断水位到

達の 24 時間～6

時間前

① 共同検討の結果から自主的な広域避難が必要と判

断された場合

② 24 時間先の利根川上流の累加の流域平均雨量が概

ね 300mm を超えると予想され、氾濫の可能性が

高まったと考えられる場合

③ 市町の判断

広域避難を促す情

報（広域避難勧告

等）

避難判断水位到

達の 6 時間前

① 共同検討の結果から広域避難が必要と判断された

場合

② 累加雨量が概ね 300mm を超える可能性が高く、6

時間先迄に八斗島又は栗橋で避難判断水位を超え

る恐れがある場合

③ 市町の判断

避難判断水位到達

【解説】

○ 広域避難が必要な状況で、一斉に多くの避難者が避難する場合には、避難開始のタイミン

グに関わらず、交通渋滞等が発生することが予測される。そこで、避難者を時間的に分散

させ、混雑を緩和による効率的な避難を促進するために、早期から市町が共同で広域避難

に関する情報を発表する。

○ 災害時に市町が発表する情報は、避難準備・高齢者等避難開始や避難指示の災害対策基本

法に基づく情報があるが、ここで示す 3 つの広域避難に関する情報は、これらの法的な義

務のある情報ではなく、市町が独自に発表する情報である。

○ 広域避難を促す情報（広域避難勧告等）は、原則共同で発表するが、市町により受け持ち

区間として含まれる基準水位観測所が異なるため、対象とする基準観測所の水位予測等に
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応じて氾濫ブロック単位や市町単位等での発表も可能とする。

【課題】

○ 避難情報の発令に関わる迅速な意思決定のために、災害発生に関する予測精度の向上や情

報提供の仕組みの検討が必要である。

○ 利根川の八斗島水位観測所と栗橋水位観測所を参考とした基準であるが、５市町の運用に

向けた検討の進捗を踏まえて、古河観測所等を参考とするかを別途検討する必要がある。

○ 利根川以外の河川が先行して水位が上昇すると事前に予測される場合で、その後の利根川

も危険な状態になるおそれがある場合には、先行して危険となる渡良瀬川や思川の水位等

を基準とした避難判断の検討が別途必要となる。また、利根川以外の洪水の進展が急激と

なった場合の迅速な連絡体制や協議体制の検討が必要である。

【留意事項】

○ 地域内の中小河川が先行して氾濫の危険性が高まった場合には、広域避難が困難となる。

そこで、県は県管理河川等で氾濫の危険性が高まったとき、市町に避難勧告や避難指示（緊

急）の判断のための状況を提供する。
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７. 広域避難の避難方法・避難手段 

5 市町での広域避難のきっかけとなる広域避難を促す情報（広域避難勧告等）までは、徒歩

やバス、鉄道などの公共交通機関や、自家用車での避難となる。

なお、より深刻な状況となり警戒レベル 4 避難指示が発令された後は、公共交通機関の運休

等も予想されることから、地域の実情に応じた避難手段を取ることとする。

【解説】

○ 車を避難手段とした避難シミュレーション結果から、計画規模を想定した場合には、避難

開始から避難完了までにおよそ 12 時間程度、想定最大規模を想定した場合には 16 時間程

度の避難時間を要することが推計された。５市町は大都市圏に比べ、対象とする避難人口

が膨大ではなく、自動車による避難であれば、ある程度の財産についても持ち出すことが

可能なため、５市町では、早い段階であれば自動車での避難も可能とする。

○ 一方で、警戒レベル４避難指示が発令された後には、遠方への広域避難が困難な場合が考

えられることから、要配慮者等の徒歩での避難が困難な方を除き、原則徒歩での避難とす

る。

【課題】

○ 地域の中には、自動車を所有していないなど、広域避難先までの避難手段を確保できない

住民が考えられる。そこで、加須市で実施しているようなバス会社との協定による避難手

段の確保などの検討が必要である。

○ 自力での避難が困難な方については、避難手段だけでなく、避難を支援する仕組みが必要

である。

○ 地域での乗り合わせでの避難を含んだ地区防災計画の検討等のみんなで広域避難する仕組

みの検討が必要である。

○ 自動車での円滑な避難を推進するために、警察、消防等と計画を共有し、避難誘導につい

て検討していく必要がある。
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８．避難行動要支援者への避難支援施策の推進 

平成 30 年 7 月豪雨では、高齢者の方が多く被災した。特に洪水による在宅での被災の事例

が多かった。このように、近年の洪水災害では、避難が必要な際に、自力で避難行動が不可能

な避難行動要支援者が多く犠牲となっている。

このような状況を踏まえて、高齢者等の要配慮者のうち、家族や地域でも避難が困難な住民

（避難行動要支援者）を把握し、その人に対する広域避難支援を行政中心で最優先に取り組む。

また、地域で支援可能な要配慮者の避難支援のため、地域での地区防災計画の検討を積極的

に推進する。

【解説】

○ 中央防災会議 防災対策実行会議「平成 30 年 7 月豪雨による水害・土砂災害からの避難に

関するワーキンググループ」の報告では、住民主体の防災対策への転換が示され、住民は

「自らの命は自らが守る」意識を持ち、災害時には自らの判断で適切に避難行動をとるこ

との必要性が示された。一方で、平成 30 年 7 月豪雨等、洪水災害時に高齢者の方が 2 階

にもあがれずに被災するなど、避難が必要な際に、自力で避難行動が不可能な避難行動要

支援者が多く犠牲となっている。

○ このような状況を踏まえて、自力での避難や判断が可能な住民に対しては、「自らの命は自

らが守る」ことの必要性の理解を図るとともに、自力での避難や判断が困難で要配慮者の

うち、避難の際に特別な設備等が必要で、家族や地域での避難支援も困難な住民に対して

は、行政中心で避難支援対策を推進する。

○ また、自力での避難や判断が困難で要配慮者のうち、家族や地域で避難の支援が可能な住

民については、地区防災計画などでの支援を検討することとする。

要配慮者地域住民

高齢者、障害者、乳幼児
その他の特に配慮を要
する者

災害時に自らの命は
自らが守る

（主体的な防災の姿勢）

地域で支援が可能な人は、
地域で守る

（みんなで逃げる体制づくり）

自力での避難が困難で、
地域での支援も困難

（行政中心での避難サポート）

サポート
の優先度

高

避難行動要支援者

要配慮者のうち、災害が発生し、また
は災害が発生するおそれがある場合
に自ら避難することが困難な者であ
って、その円滑かつ迅速な避難の確
保を図るため特に支援を要する者
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【課題】

○ 市町は、災害対策基本法で避難行動要支援者名簿の作成が義務付けられており、作成が進

められているが、家族や地域で避難が可能か等を踏まえた基準となっていないことが想定

される。そこで、避難行動要支援者の候補者のうち行政中心での支援が必須か否かを含め

て、支援が必要な人の把握を福祉部局やケアマネージャー等と連携し進めることが必要で

ある。

○ 避難行動要支援者には、避難の際に生命維持のために特別な設備を要することが考えられ

る。行政での避難支援のためには、そのような人の安全な避難のために、医療機関や、そ

の他の要配慮者利用施設での広域ネットワーク化による相互受入れの検討等が重要となる。

○ 地区防災計画等の策定状況が十分とは言えないため、自主防災会や地区単位での地区防災

計画の策定の必要性の周知と策定支援が必要である。
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９. 意識共有・啓発（平時の周知方法） 

利根川氾濫時においても流域自治体からの“逃げ遅れゼロ”を実現するために、広域避難の

気運を高め、必要なときに適切に広域避難できる住民や社会をつくることを目指し、利根川が

氾濫するような事態の周知とその際の広域避難の必要性について、平時から住民へ積極的に周

知する。“自らの命は、自らが守る”、“自主避難先の確保が第一”という防災に対する主体的な

姿勢が、地域の当たり前となるように、継続的に住民周知を実施する。

また、住民に限らず、事業所や企業、学校や医療機関等への促進と対応の検討の必要性を周

知する。

【解説】

○ 広域避難部会メンバー、県及び周辺市町は、連携を図りながら、利根川が氾濫する事態と、

その状況における広域避難の必要性についての認知が得られるように努める。

○ 地域全体での逃げ遅れゼロを実現するため、住民だけでなく、市町職員や行政関係者、要

配慮者利用施設、企業、事業所や施設等への理解促進を図る。

○ 広域避難マップや各市町のハザードマップ、広域避難啓発リーフレットを配布し、利根川

氾濫時の地域にとどまることの危険性と、早めの広域避難の必要性、各自での自主避難先

確保の必要性を広く住民に周知する。

○ 各市町のホームページなどインターネットを利用した広報やマスコミによる啓発等、各市

町が独自の方法で広報に取り組む。

【課題】

○ 利根川氾濫時には「広域避難は当たり前」と思う住民意識を定着させるため、広域避難部

会等の場を通じて、広域避難の必要性を地域全体として発信していくことが重要である。

○ 「逃げ遅れをゼロ」を目指した早めの情報提供への理解を推進し、「避難しなくても大丈夫

だったのに」ではなく、「被害がなかった」や「予想より被害や影響範囲が小さくてよかっ

た」と思える住民意識を醸成することが必要である。

○ 広域避難を促す情報を出す際には、住民等への普及の方法を検討することに加え、企業や

学校の休業・休校措置、自主避難先としての勤務先や民間の宿泊施設の活用等について検

討を行うとともに、企業等への理解促進を図り、社会全体で合意を得ることが必要である。

○ 広域避難訓練や、住民主体での避難所運営訓練などを実施し、広域避難が円滑に実施でき

るように平時から備えることが重要である。
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１０. 関係機関の役割・連携体制 

利根川中流４県境（５市町）における、自治体間連携を含む広域避難体制を構築するため、

ここで示す広域避難の考え方とその課題を解決し、実行性の高い広域避難体制や地域全体での

広域避難の社会的な認知の向上のために協議を継続する。

国（利根川上流河川事務所、気象庁）は市町の広域避難判断や助言、広域避難の考え方に関

する検討支援と助言、広域避難部会の運営支援を行う。

県は、広域避難先や物資の確保等の調整に加え、市町、他機関（警察、消防等）と連携した

避難誘導方策検討、誘導支援を行う。

市町、受入れ市町は、本考え方に基づき、市町での具体的な住民の広域避難や域内避難の計

画について検討するとともに、積極的・継続的な住民周知・啓発を実施する。

広域避難の判断の際には、受入れ市町や避難路の浸水状況によって避難の受入が困難となる

場合が考えられる。そのため、県や受入れ市町は、県有・市有施設や県有地・市有地等の広域

避難の判断に関して、管理河川の河川情報や交通情報地域内での浸水発生情報などについて積

極的に提供する。

表 6 広域避難部会の役割

◼ 広域避難の実現のための課題の共有、解決に向けた調整・協議

◼ 流域全体での気運醸成のための周知・啓発の検討・支援

表 7 広域避難推進のための関係機関（国・県・市町）の役割

機関・市町 主な役割

国 ◼ 広域避難判断のための情報提供・助言
◼ 広域避難基本の考え方に関する検討支援と助言
◼ 広域避難部会の運営支援
◼ 自治体による広域避難先確保に向けた調整への支援、助言

県 ◼ 広域避難先・物資の確保の調整・支援（近隣県、広域避難自治体との連携）
⚫ 県有施設、県有地等の提供・活用支援
⚫ 民間施設の広域避難先活用の調整
⚫ 広域的な備蓄・物資提供協定等の推進、支援
⚫ 二次避難先の調整

◼ 市町、他機関（警察、消防等）と連携した避難誘導方策検討、誘導支援

避難市町 ◼ 広域避難先の確保、避難者の配分の検討
◼ 具体的な避難経路等の検討
◼ 広域避難先の確保に向けた調整（県と連携）
◼ 避難手段を持たない住民への避難手段の確保・支援
◼ 住民周知、啓発、訓練、防災教育の実施
◼ 避難行動要支援者への広域避難支援の推進
◼ 各種防災計画（地域防災計画、タイムライン等）への反映
◼ 既存の相互応援協定等を活用した広域的な連携体制の構築に向けた検討
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受入れ市町 ◼ 受入れ市町住民の避難手段等のルールの明確化
◼ 受入れ市町の住民避難のあり方の検討・整理
◼ 市有施設、市有地等の提供、活用支援
◼ 自市町住民への広域避難の受入れ等に関する周知

【解説】

○ 国（河川事務所、気象庁）は市町の広域避難判断のための情報提供・助言を行うとともに、

広域避難先、経路等の検討支援、検証、広域避難部会の運営支援を行う。

○ 県は、近隣県、広域避難自治体との連携し、広域避難先の確保に向けた調整を行う。また、

物資の確保の調整・支援として、県有施設、県有地等の提供・活用支援、民間施設の広域

避難先活用の調整や広域的な備蓄・物資提供協定等の推進、支援、二次避難の際の避難先

の調整を行う。また、市町、警察、消防等と連携した避難誘導方策の検討と誘導支援を行

う。

○ 避難市町は、住民の広域避難の具体化的な計画について検討すると共に、積極的・継続的

な住民周知や啓発、訓練、防災教育等を実施する。

○ 受入れ市町は、自市町の避難手段や避難先を含む避難のあり方を整理し、その具体化のた

めの検討と積極的・継続的に住民周知・啓発を推進する。

○ 広域避難の考え方等に関する住民周知については、国、県、市町が一体一丸となって実施

する。

○ 広域避難を促す情報発表、体制について、試行運用、訓練等による見直しや、住民への周

知・啓発の実施と住民周知方法等の見直しを検討する。

○ 広域避難を促す情報の判断基準は１つの目安である。県管理河川の出水の状況や、避難路

の混雑状況、受入れ避難先自治体の浸水状況によっては、避難を開始するタイミングや、

避難先の検討が必要となる。

【課題】

○ 市町は本考え方に基づき、より実行性のある広域避難体制の構築のため、市町の地域防災

計画との整合を図るとともに、運用上の課題を検討する必要がある。

○ 国、県、市町は主体的広域避難の実施における課題について対策を検討し、連携しながら

実効性を確保するための取り組みを継続していく。

○ 自治体連携の拡大を図るため、メンバー市町の拡大等を検討する。
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Ⅲ.今後の取組み・課題 

今後は本書での広域避難の考え方に基づき、５市町での運用上の検討を重ねる必要がある。

また、今後の課題についても具体的な検討を重ねて、実行性のある計画に見直していく必要が

ある。

本広域避難部会は、利根川が氾濫する事態においても逃げ遅れゼロを目指すため、継続して

検討を進めていくこととする。広域避難先の確保や、避難誘導、広域避難先の運営等の必要な

課題については、５市町や周辺市町間で確保、調整を図っていくこととする。

課題 概要 役割

広域避難が必要とされる地域及び対象者の課題

1) 計画規模での検討の

進捗に応じた想定最

大規模での可能な計

画に改善

計画規模での検討の進捗に応じて、想定最大規模での可

能な計画に改善していく必要がある。

解決済み（R6.8 協議会で承認）

全体

広域避難先の課題

2) 自主避難先の確保の

周知

市町は、自主避難先への避難を第一とする広域避難先の

考え方について、住民への周知を図る必要がある。

５市町

3) 公的広域避難先の避

難ルールの周知

公的な広域避難先は、一時的な滞在を目的としたもので

あり、住民は食料、水や最低限の生活に必要なものを持

参し避難するという避難ルールの周知を図る必要があ

る。

５市町

4) 受入れ市町の避難先

の拡充

公的な広域避難先は限定的であるため、市町は、受入れ

市町、県と調整し、さらなる広域避難先の確保に努める

必要がある。

５市町

受 入 れ

市町、県

5) 避難所の開設等のた

めの人員の確保

市町の防災対応の人員が限られるため、避難所開設等の

人員の確保が必要となる。

５市町

6) 周辺河川の先行氾濫

を念頭に置いた避難

先の検討

利根川以外の河川が先行して水位が上昇すると予測さ

れる場合を想定し、どの河川が先行して危険な状態にな

るかによって避難先を限定等の柔軟な避難誘導の検討

が必要である。

各市町

7) 県管理河川の状況等

の提供による円滑な

避難の促進

県管理河川の水位上昇や他市町（４県）の避難所の状況

や避難路の状況等から安全避難誘導や迅速な避難判断

が可能となるような検討が必要である。

受 入 れ

市 町 、

県、

広域避難に必要な時間

8) 浸水域外の駐車場の

確保

自動車での避難を想定しているため、浸水域外の駐車場

の確保や駐車場の整理等を検討しておくことが必要で

ある。

５市町、

受 入 れ

市町、県
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9) 情報伝達周知の迅速

化と事前の避難準備

の促進

迅速に広域避難を開始できるように、伝達判断の円滑

化、効率的な周知方法、住民の事前の避難準備の促進な

どが重要である。

５市町

10) 受入れ市町の避難者

の避難手段ルールの

明確化

広域避難の自動車と重なり、渋滞が深刻となるおそれが

あるため、徒歩避難を徹底するなど受入れ市町の避難手

段のルールを明確化しておくことが重要である。

受 入 れ

市町

11) 受入れ市町での避難

のあり方の周知

受入れ市町についても避難市町の広域避難のあり方に

ついて周知啓発が必要である

受 入 れ

市町

広域避難を判断するための参集等による共同警戒体制

12) 効率的な運用に向け

た訓練の実施と課題

の整理

より効率的な運用を検討するため、参集等の共同検討体

制の訓練等を実施し、参集等の共同検討の運用面での課

題を把握することが必要である。

全体

広域避難を促すための情報の発表

13) 広域避難判断のため

の予測精度の向上の

検討

広域避難に関する情報の発表に関わる迅速な意思決定

のために、災害発生に関する予測精度の向上や情報提供

の仕組みの検討が必要である。

利根上、

気象庁

14) 利根川本川以外への

参集基準の拡大の検

討

５市町の運用に向けた検討の進捗を踏まえて、利根川の

八斗島水位観測所と栗橋水位観測所に加えて、古河観測

所等を参考とするかを別途検討する必要がある。

全体

15) 周辺河川の先行氾濫

予測等の広域避難判

断への活用の検討

利根川以外の河川が先行して水位が上昇すると予測さ

れる場合には、先行して危険となる渡良瀬川や思川の水

位等を基準とした避難判断の検討が別途必要となる.

各市町

広域避難の避難手段

16) バス等の避難手段の

確保

広域避難先までの避難手段を確保できない住民が考え

られるため、バス会社との協定による避難手段の確保な

どが必要である。

各市町

17) 避難行動要支援者へ

の広域避難の支援

自力での避難が困難な方については、避難手段だけでな

く、避難を支援する仕組みが必要といえる。

各市町

18) 地区防災計画等での

みんなで逃げる仕組

みの推進

地域での乗り合わせでの避難を含んだ地区防災計画の

検討等のみんなで広域避難する仕組みの検討が必要で

ある。

各市町

19) 円滑な避難誘導のた

めの関係機関との協

議

自動車での円滑な避難を推進するために、警察、消防等

と計画を共有し、避難誘導について検討していく必要が

ある。

全体

避難行動要支援者への避難支援施策の推進

20) 避難行動要支援者の

把握

行政としての避難支援が必要な人の把握を福祉部局や

ケアマネージャー等と連携し進めることが必要である。

各市町
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21) 避難行動要支援者の

支援に関する広域ネ

ットワーク化

避難行動要支援者の広域避難可能な施設を確保するた

め、医療機関やその他の要配慮者利用施設での広域ネッ

トワーク化による相互受入れの検討等が重要となる。

各市町、

県

意識共有・啓発

22) 広域避難部会等を通

じた定期的な発信

広域避難部会等の場を通じて、広域避難の必要性を地域

全体として発信していくことが重要である。

全体

23) 継続的な住民周知 “自らの命は、自らが守る”という防災に対する主体的

な姿勢が、地域の当たり前となるように、継続的に住民

周知が必要である。

全体

24) 企業や学校施設への

社会的機運の醸成

災害が事前に予想されるときの企業や学校の休業・休校

やテレワーク等の早期決定、災害の危険性が高まった場

合の早期退勤や従業員の勤務先での待機や勤務先への

避難の受入れといった従業員等の安全確保を最優先し

た対応についての理解促進を図ることが必要である。

全体

25) 広域避難訓練、避難所

運営訓練の実施

広域避難訓練や、住民主体での避難所運営訓練などを実

施し、広域避難が円滑に実施できるように平時から備え

ることが重要である。

全体

関係機関の役割・連携体制

26) 市町の地域防災改革

への反映と運用上の

課題整理

より実行性のある広域避難体制の構築のため、市町の地

域防災計画との整合を図るとともに、運用上の課題を検

討する必要がある。

５市町

27) 実行性を高めるため

の継続的な検討

国、県、市町は主体的広域避難の実施における課題につ

いて対策を検討し、連携しながら実効性を確保するため

の取り組みを継続していく。

全体

28) メンバーの拡大 自治体連携の拡大を図るため、メンバー市町の拡大等を

検討する。

全体

29) 広域避難における基

盤整備・体制の確保

広域避難に関する基盤及び拠点の確保のために、市町、

県を含む関係機関との事前協議と連携体制を構築する。

R6.8 追加（R6.8 協議会で承認）

各市町、

県
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利根川中流 4 県境広域避難部会 規約

（名称）

第 1 条 本部会は、利根川中流 4 県境広域避難部会（以下「広域避難部会」という）と称する。

（目的）

第２条 広域避難部会は、利根川と渡良瀬川が合流する地域である利根川中流部において、利根

川氾濫時の適切な広域避難による「逃げ遅れゼロ」の実現を目的とする。

（組織）

第３条 広域避難部会は、別表１に掲げる者をもって構成する。

２ 広域避難部会の運営、進行及び招集は広域避難部会の事務局が行う。

３ 構成員は必要に応じて臨時に部会構成機関の者以外をオブザーバーとして広域避難部会

に招聘することができる。

（議事）

第４条 広域避難部会の議事は委員の総意によって決する。

（幹事会）

第５条 広域避難部会の円滑な運営を行うため、広域避難部会に幹事会を置く。

２ 広域避難部会は、別表２に掲げる者をもって構成する。

３ 広域避難部会の運営、進行及び招集は事務局が行う。

４ 構成員は必要に応じて臨時に部会構成機関の者以外をオブザーバーとして広域避難部会

に招聘することができる。

（実施事項）

第６条 広域避難部会において実施する事項は、広域避難による逃げ遅れゼロの実現に向けた取

り組みとして、以下の検討を行う。

（１） 自治体間連携を含む広域避難体制を構築・運用するための検討

（２） 広域避難の気運を高め、必要なときに適切に広域避難できる住民をつくるための検討

（事務局）

第７条 広域避難部会の事務局を利根川上流河川事務所防災対策課に置く。なお、運営は構成員

の協力を得て行うものとする。

（雑則）

第８条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、広域避難部会で定めるものとする。

附 則

この規約は、令和 8 年 5 月 2 7 日より施行する。
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別表１ 利根川中流 4県境広域避難部会 構成員

【委員】

関係機関名 役職

群馬県板倉町 町長

埼玉県加須市 市長

茨城県古河市 市長

茨城県境町 町長

茨城県坂東市 市長

群馬県館林市 市長

栃木県佐野市 市長

気象庁東京管区気象台 気象防災部長

国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所 事務所長

    【オブザーバー】

関係機関名 役職

栃木県栃木市 市長

栃木県野木町 町長

群馬県千代田町 町長

群馬県明和町 町長

群馬県 総務部 危機管理監

埼玉県 危機管理防災部 部長

茨城県 防災・危機管理部 部長

栃木県 危機管理防災局 局長

気象庁 水戸地方気象台 台長

気象庁 宇都宮地方気象台 台長

気象庁 前橋地方気象台 台長

気象庁 熊谷地方気象台 台長
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別表２ 利根川中流 4県境広域避難部会 幹事会 構成員

関係機関名 役職

群馬県板倉町 総務課 課長

埼玉県加須市 環境安全部 危機管理防災課 課長

茨城県古河市 総務部 消防防災課 課長

茨城県境町 危機管理部 防災安全課 課長

茨城県坂東市 総務部 交通防災課 課長

群馬県館林市 総務部 安全安心課 課長

栃木県佐野市 行政経営部 危機管理課 課長

気象庁東京管区気象台 気象防災部 気象防災情報調整官

国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所 副所長

    【オブザーバー】

関係機関名 役職

栃木県栃木市 総合政策部 危機管理課 課長

栃木県野木町 総合政策部 総務課 課長

群馬県千代田町 総務課 課長

群馬県明和町 総務課 課長

群馬県 総務部 危機管理課 課長

埼玉県 危機管理防災部 災害対策課 課長

茨城県 防災・危機管理部 防災・危機管理課 課長

栃木県 危機管理防災局 危機管理課 課長

気象庁 水戸地方気象台 防災管理官

気象庁 宇都宮地方気象台 防災管理官

気象庁 前橋地方気象台 防災管理官

気象庁 熊谷地方気象台 防災管理官


